
 

全国春季火災予防運動が実施されます。 

☆住宅防火対策を行いましょう。 
実施期間：令和４年３月１日～７日 

住宅火災を防ぐには、日頃から火災の予防に心がけることが大切です。 

また、万が一火災が発生した場合に備え、被害を最小限にするため下記の対策を

行いましょう。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

防災あきふちゅう 

第 8号 令和 4年 3月１日発行 

府中町総務企画部危機管理課 

府中町消防本部 

府中町北部町内会連合会 

府中町南部町内会連合会 

住宅防火６つの対策 

火災の発生を防ぐために、 

ストーブやこんろ等は 

安全装置の付いた機器を使用する 

火災の早期発見のために、 

住宅用火災警報器を定期的に 

点検し、１０年を目安に交換する 

火災の拡大を防ぐために、 

部屋を整理整頓し、寝具、衣類 

及びカーテンは、防炎品を使用する 

火災を小さいうちに消すために、 

消火器等を設置し、 

使い方を確認しておく 

お年寄りや身体の不自由な人は、 

避難経路と避難方法を常に確保し、 

備えておく 

防火防災訓練への参加、 

戸別訪問などにより、 

地域ぐるみの防火対策を行う 

『府中町災害記録史－江戸から令和－』発行 

府中町災害記録史作成実行委員会が、平成３０年７月豪雨災害や、これまで府中町で 

発生した災害についてまとめた『府中町災害記録史－江戸から令和－』を発行しました。 

住んでいる場所の過去・現在の状況を知り、災害に備えましょう。 

※町内の一部施設（図書館・公民館など）で閲覧できます。 

希望者には、危機管理課（役場４階）で配布します。（数に限りがあります。） 

 


